
令和５年度団体経由産業保健活動推進助成金

るもい労働衛生通信
【vol.４】

留萌労働基準監督署

事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、医師等による
健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改
善支援等の産業保健サービスを提供するために産業医等と
契約した場合、その活動費用の80%(上限100万円)を助成す
るものです。

実施計画提出受付期間
第２次募集：令和５年６月１日（木）から令和５年７月３１日（月）まで

※予算の上限に達した場合等、期日前であっても受付を停止することがあります。

第３次募集：令和５年８月１日（火）から令和５年９月２９日（金）まで
※第２次募集終了時点で、予算の上限に達していなかった場合、第３次募集を開始します。

各助成金の申請の
流れ等の詳細は、
左の２次元コードから
確認してください。

申請受付中！

健康増進法が改正され、2020年４月から原則屋内禁煙が義
務化されています。

職場での受動喫煙防止対策を行うにあたり、既存特定飲食
提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対
策助成金」の適用対象になります。
※この助成金は工事費の一部を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。

申請受付期間：令和６年１月３１日（月）まで
※原則申請順。申請額が予算額に到達した場合、申請受付は締め切りの予定です。

申請受付中！
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石綿障害予防規則の改正について
【事前調査結果報告】

解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を
防止するため、令和２年7月に石綿障害予防規則（石綿
則）が改正されました。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、規制内容を複

数回に分けて、不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

事前調査は、
工事の規模に
かかわらず

すべての工事が
対象です！

↑厚生労働省リーフレット ↓
「事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!」から引用

建築物石綿含有建材調査者
講習にかかる
北海道労働局の

登録教習機関はこちらから↑

事業者が行うべきこと

□ 建築物の解体工
事・改修工事を今後
行うことがあるか確
認すること

□ 令和５年１０月１日
までに「建築物石綿
含有建材調査者」を
確保すること


